
班

起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日

（ 円 ）

円

  令和７年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

有機汚濁モニターUV計         N=１台

変更回数 基準区分

7

事 業 所 名

年度 課・事業所 連番

担当課長 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 検算

設 計 書 番 号
区分

（工事・業務）名

（工事・業務）箇所 三浦市三崎5丁目258-2

（河川･路線･区域）名

単 価 採 用 地 区 名 横須賀

事 業 区 分

起 案 ・ 決 裁

工 期

設 計 金 額

設 計 概 要

（起工･変更）理由

令和７年度二町谷汚水処理場UⅤ計修繕

契約日から　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月19日　　　まで

 



<支出科目>

　款

　項

　目

　目の細目

　節

 

<合併区分情報>

　合併処理設定 しない

区分　1

区分　2

区分　3

区分　4

区分　5

区分　6

区分　7

区分　8

区分　9

<全体金額情報>

当初官積算額 当初請負額(ｂ1) 今回変更官積算額 今回変更請負額 増減額

(ａ) 前回変更請負額(b2) (ｃ） (ｄ)＝(b1)/(a)×(c) (d)-(b1)or(b2)

消費税等相当額

工事価格

本工事費

備　　　考

  令和７年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

　農林水産業費

　水産業費

　需用費

　水産業振興費

 



単位 備考

　　設計技術費

　　前払金支出割合

　　契約保証の方法

　機械設備

　　総合試運転使用電力

　　据付間接費/設計技術費

　　一般管理費の機器補正

　　前払金支出割合

　　契約保証の方法

積
算
数
量
等
情
報

（その他情報欄）

　計上しない

採用数量

　―

　―

　補正しない

　補正しない

　―

名称

  令和７年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　当初　）

　―

　―

経
費
等
情
報

　補正しない

  令和7年5月１日基準　　設備工事資材等単価表　適用年版

　計上しない/計上しない

　電気設備

　　総合試運転使用電力

　　据付（技術者）間接費/据付（機器）間接費

 



（上段：前　回　下段：今　回）

　費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

  本工事費

　　直接材料費

          1 式 第1号内訳書

　　労務費

          1 式 第2号内訳書

　　試運転調整費

          1 式 第3号内訳書

　　運搬費

          1 式 第4号内訳書

　　仮設費（処分費等）

          1 式 第5号内訳書

　  直接工事費計

          1 式 a

　　共通仮設費計

          1 式

　　共通仮設費（率分）
見積率x=10.74%
b=a*x

          1 式 【千円止】

　　純工事費

          1 式

　　現場管理費（率分）
見積率ｙ=10.70%
c=(a+b)*y

          1 式 【千円止】

　　工事原価

          1 式

　　一般管理費（率分）
見積率ｚ=10.88%
d=(a+b+c)*z

          1 式

    工事価格

          1 式 【万円止】

    消費税及び地方消費税相当額

          1 式

    本工事費

          1 式

本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書



          1 式

第1号 内訳書
直接材料費 （上段：前　回　下段：今　回）

単　位

有機汚濁モニター 型式OPM-1610型

UV計 1 台 　見積

取り付け資材

1 式 　見積

雑材・消耗費

1 式 　見積

合    計

          1 式

第2号 内訳書
労務費 （上段：前　回　下段：今　回）

単　位

電工

4 人 　見積

合    計

          1 式

第3号 内訳書
試運転調整費 （上段：前　回　下段：今　回）

単　位

COD分析費

23 検体 　見積

試運転調整費

1 式 　見積

合    計

          1 式

第4号 内訳書
運搬費 （上段：前　回　下段：今　回）

単　位

運搬費

1 式 　見積

合    計

          1 式

第5号 内訳書
仮設費 （上段：前　回　下段：今　回）

単　位

機器設置費

1 式 　見積

機器撤去及び処分費

1 式 　見積

合    計

摘　　　　要

名　　　　　　　称 数　　量 単　　　価 金　　　額 摘　　　　要

摘　　　　要

名　　　　　　　称 数　　量 単　　　価 金　　　額

名　　　　　　　称 数　　量 単　　　価 金　　　額

名　　　　　　　称 数　　量 単　　　価 金　　　額 摘　　　　要

名　　　　　　　称 数　　量 単　　　価 金　　　額 摘　　　　要



単　位

台 2,100,000

式 14,500

式 30,000

人 29,800

検体 2,500

式 150,000

式 80,000

式 80,000

式 70,000

機器設置費 全間接費対象 　見積

機器撤去及び処分費電工 全間接費対象 　見積

試運転調整費 全間接費対象 　見積

運搬費 全間接費対象 　見積

電工 全間接費対象 　見積

COD分析費 全間接費対象 　見積

取り付け資材
有機汚濁モニター
UV計

全間接費対象 　見積

雑材・消耗費 全間接費対象 　見積

登 録 単 価 一 覧 表

名　　　　　　　称 単　　　価 管　理　区　分 摘　　　　要

有機汚濁モニター
UV計

型式OPM-1610型 全間接費対象 　見積

 



見積率計算根拠
（上段：前　回　下段：今　回）

見積

　　共通仮設費

【千円止】

見積

　　現場管理費

【千円止】

見積

　　一般管理費

10.70%

10.88%

対象金額金額名　　　　　　　称 数値（率） パーセンテージ（率）

直接工事費+共通仮設費+現
場管理費

10.74%

直接工事費

直接工事費+共通仮設費



令和７年度二町谷汚水処理場 UV 計修繕仕様書 

1．一般事項         

 （１）目的           

    本修繕は、経年劣化により、内部損傷を起こしているＵＶ計（有機汚濁モニター）の機能

を正常な状態に回復させることを目的とする。   

 

 （２）業務場所          

    三浦市三崎５丁目２５８－２       

    二町谷汚水処理場 

（三浦市三崎漁港（二町谷地区）水産物流加工業務団地汚水処理場） 

  

 （３）打合せ           

    受注者は、契約締結後速やかに、本市監督職員との打合せ及び現場調査等を実施し、 

その施工内容を熟知すると共に、疑義があればこれを正し、その打合せ内容についての 

議事録を作成するものとする。加えて、当該処理場の包括的維持管理業務委託業者と十 

分な打合せを行い施設運営への支障が出ないように工事を進めること。 

 

  （４）施行期間          

本修繕の期間は、契約日から令和８年３月 19 日までとする。   

 

  （５）関係法令          

受注者は、本仕様書によるものの他、下記の関係法令並びに諸規格及び三浦市の関 

連例規を遵守しなければならない。       

    労働基準法        

労働安全衛生法        

下水道法         

日本産業規格（JIS）        

その他関連法令、条例、規格  

    なお、上記規格基準に定めがない場合は、本市監督職員の指示を受けること。  

 

  （６）履行義務          

修繕にあたっては、本市監督職員の指示に従い、本仕様書及び設計図書に基づき責 

任をもって修繕しなければならない。      

 

  （７）その他          

作業の安全等に十分配慮し、安全対策を講じなければならない。 

 



２．修繕の範囲         

（１）対象機器        

    UV 計 （有機汚濁モニター）ＯPＭ－４１０型 

    用  途 処理水槽に投入して、処理水の汚濁状況を測定する、計装設備の中で最も 

    重要な機器である。 

    但し、既設のＵＶ計はすでに生産が終了しているので、後継機 OPM-１６１０型または、 

    同等品以上の物を想定しています。 

 

  （２）修繕の内容         

     本修繕は、処理施設の運転を止めずにＵＶ計（変換器含む）の交換修繕を行うもので 

あるため、他の機器類の運転に支障が生じないよう注意して作業する。 

ア 電気室の操作盤において、UV 計の電源が確実に切られているかを確認する。 

イ 残留電圧がないか確認する。 

ウ 電源ケーブル、信号ケーブル等を外して、UV 計の新品と交換する。 

エ 電源ケーブル、信号ケーブルを接続して、電源を復帰して UV 計を作動させ、相関数 

等のデータを入力して、計測状況を確認する。 

オ その他、不足している作業を行う。 

カ 最後に清掃など必要な補助作業を実施し作業を終了する。 

 

３．修繕の詳細          

  （１）使用材料等の保管責任は受注者にあるものとする。   

 

  （２）作業中に施工範囲外の箇所で新たな故障を発見した場合には、速やかに本市監督職

員に報告すること。        

 

（３）試験運転等は本市監督職員の立会いの下で行うこと。     

 

（４）写真は、材料検査、修繕前、修繕中、修繕後の各工程が判別できるように撮影する。 

特に修繕後、不可視となる部分は施工中に必ず撮影すること。 

 

（５）その他仕様書に明記されていない事項については、本市監督職員と協議を行い   

その指示に従うこと。 

 

  



４．提出書類 

（１）受注者は、すみやかに下記の書類を提出するものとする。 

ア 工程表 

イ 工事着手届 

ウ 現場代理人及び主任技術者届 

エ 工事計画書 

オ その他、必要とする書類 

 

（２）修繕完了後は下記の書類を提出するものとする。 

ア 工事完成届 

イ 受渡調書 

ウ 竣工図書（写真帳、業務打合せ簿等を含むインデックス見出し付き） 



汚水処理場位置図
Ｎ











有機汚濁モニターUV計 OPM－1610型 参考資料










